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平成 29年３月 10日 

各 位 

  会 社 名 ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 

  代表者名 代表取締役社長  檜 垣  周 作 

 （コード：２５３８  東証第二部） 

  問合せ先 執行役員 財務計画部長 杣 義継 

 （電話番号 ０６－７６８８－５９００） 

 

第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（劣後特約付）の発行に関するお知らせ 

 

当社は、平成 29年３月 10日開催の当社取締役会において、株式会社アスラポート・ダイニン

グ（以下「アスラポート」といいます。）を割当予定先とする第１回無担保転換社債型新株予約

権付社債（劣後特約付）（以下「本新株予約権付社債」といいます。）の発行を決議いたしました

ので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

１．本新株予約権付社債の募集の概要 

（１） 払 込 期 日 平成 29年３月 27日 

（２） 新株予約権の総数 24個 

（３） 
社債及び新株予約権

の 発 行 価 額 

社債の払込金額：金 12億円（本社債の金額 100円につき金 100

円） 

新株予約権の払込金額：無償 

（４） 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 
31,578,947株 

（５） 資 金 調 達 の 額 金 12億円 

（６） 転 換 価 額 38円 

（７） 募集又は割当て方法 第三者割当の方法によります。 

（８） 割 当 予 定 先 株式会社アスラポート・ダイニング 

（９） 利率及び償還期日 
利率：0.00％ 

償還期日：平成 35年３月 26日 

（10） そ の 他 本新株予約権付社債の発行については、金融商品取引法に基づ
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く届出の効力発生を条件とします。 

 

２．募集の目的及び理由 

当社グループは、当社と連結子会社 10社及び持分法適用関連会社３社で構成されております。

具体的には、当社は、グループ管理を行っており、盛田株式会社や株式会社老田酒造店等は、醤

油・調味料、清酒、漬物及び飲料等を製造・販売し、株式会社アルカンは、主にヨーロッパ等か

らフランス料理等の食材やワイン等を輸入・販売し、東洋商事株式会社は、国内で食品、酒類及

び資材等を取り扱う総合卸売業をしております。 

当社グループは、中期経営計画（平成 28年９月期～平成 30年９月期）で「事業戦略」「人材

戦略」「財務戦略」の３つの戦略を掲げ、総合食品アライアンス企業として外部提携・Ｍ＆Ａも

推進しつつ、消費者ニーズにあった商品を開拓・開発・アピールすることで、業界での存在感を

確立させ事業基盤を強化するとともに収益性の向上を図っております。 

一方、アスラポートは、焼肉、居酒屋等の外食フランチャイズを中心に全国で 716店舗（平成

29 年１月 31 日現在）を展開しており、平成 25 年度より新たに「食のバリューチェーンを構築

する」という目標を掲げ外食（販売）事業から流通及び生産事業への進出を果たし、多層的な付

加価値を生み出すビジネスモデルの構築に取り組んでおります。そして、その目標を達成するた

めの４つの戦略「既存ブランドの競争力強化と成長」「ブランド・ポートフォリオの多様化」「海

外市場への進出」「食品生産事業と六次産業化への取り組み」を掲げ、更なる成長を目指してお

ります。 

当社とアスラポートとは、平成 27年６月に業務資本提携契約を締結し、国内における両社グ

ループの事業基盤を活用した販路の拡大及び営業力の強化、両社グループの食品製造機能を活用

したＰＢ商品及びオリジナル商品の共同開発、海外事業のための輸出入及び現地での展開に関す

る協業等を順次図っております。また、平成 28年２月にアスラポートの代表取締役会長である

檜垣周作が当社代表取締役社長に就任したことにより、両社グループシナジーの追求を推進して

おります。更に平成 28年７月にアスラポートを割当先とした第三者割当増資（総額 200,025,000

円）を行い、同社は当社の主要株主となりました。 

当社グループは、前述の中期経営計画でもふれましたが、今後、当社グループの経営基盤の構

築や事業規模の拡大を加速させるためには、アスラポートグループを含む外部企業との業務提携

やＭ＆Ａを推進していくことが有力な選択肢であると考えており、当社で複数社検討をしており

ました。その中で、現時点においては具体的な相手先は公表出来ないものの、まずは平成 29年

３月下旬から４月１日のクロージングを目途に当社グループの酒類事業の拡大及びシナジー効

果並びに海外への展開が期待出来る企業(酒造会社２社を予定。両社とも３億円程度の売上規模)

のＭ＆Ａを行う予定です。また、12月までに更なるＭ＆Ａを行う予定です。 
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当社は、今回の資金調達に際しては、上記のＭ＆Ａ案件の進捗状況やクロージング日に併せた

資金調達が必要である一方で、株主の皆様に配慮し、一定期間は株式の希薄化は生じさせないよ

う配慮すべきであるとの考えに基づき、最適な資金調達方法を検討いたしました。①金融機関か

らのシニア借入（シニアファイナンスの一つで、通常の借入）や第三者割当を含む普通社債の発

行については、機動的な資金調達ではあるものの、財務基盤の強化が図れないこと。②公募や第

三者割当による増資（新株発行）については、財務基盤の強化や機動的な調達はできるものの、

即時の希薄化は、前述の通り既存株主の皆様にとって望ましくないこと。③新株予約権（行使価

額修正条項付含む）の発行については、即時の希薄化の懸念は防げるものの、機動的な資金調達

が図れないこと。④行使価額修正条項付新株予約権付社債の発行については、機動的な資金調達

は図れるものの、大幅な希薄化の可能性が否定できないこと。⑤優先株式の発行は財務基盤の強

化はできるものの、定款変更等の諸手続きのため、資金調達の機動性に欠けること。そして、⑥

本新株予約権付社債については、当社から上記の資金調達について相談したところアスラポート

より平成 29年２月に提案があり、株式希薄化が一気に進む懸念が緩和されると同時に、転換社

債型新株予約権付社債が株式に転換された場合には、当社の債務が減少し財務基盤の強化が図れ

るメリットがあるため、上記①～⑤と合わせ検討を進めた結果、本新株予約権付社債を採用する

のが最善の策であると判断いたしました（なお、本新株予約権付社債における劣後条件について

は、別紙発行要項第 15条をご覧ください）。また、本新株予約権付社債の発行については、金融

商品取引法に基づく届出の効力発生が条件となるため、Ｍ＆Ａ案件のクロージング予定日よりも

先に発行の決議をいたしました。 

当社の事業戦略及び財務戦略につきましては、業務資本提携先であるアスラポートも賛同して

おり、また両社の関係性をより一層強化するため、これにより当社グループの事業の安定的な運

営を図るとともに、機動的な資金調達によりＭ＆Ａを実現することで事業・業績の拡大、ひいて

は企業価値及び株主価値の向上につながるものと判断しております。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

① 払込金額の総額 1,200,000,000円 

② 発行諸費用の概算額 5,000,000円 

③ 差引手取概算額 1,195,000,000円 

１．払込金額の総額は、本新株予約権付社債の社債総額であります。 

２．発行諸費用の概算額は、本新株予約権付社債の価値算定書費用、弁護士費用、有価証券届 

  出費用、司法書士費用、登記費用等の合計額であります。 

３．発行諸費用の概算額に消費税等は含まれておりません。 
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（２）調達する資金の具体的な使途 

№ 具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

① Ｍ＆Ａ資金 1,195 平成 29年３月～平成 29年 12月 

 合計額 1,195 － 

※調達した資金については、支出実行までの期間、当社銀行口座にて適切に資金管理を図りま

す。 

本新株予約権付社債の発行による差引手取概算額 1,195百万円については、当社グループの経

営基盤の構築や事業規模の拡大を加速させるために、上記「２．募集の目的及び理由」に記載い

たしました企業(４月１日までに酒造会社２社を予定。両社とも３億円程度の売上規模であり、

１社あたり４億円程度（合計８億円程度）の案件)の当社グループとしてのＭ＆Ａ資金に充当い

たします。また、残額約４億円は、酒類事業の拡大のため、平成 29年 12月までに上記の酒造会

社とは別会社のＭ＆Ａを行う方針で検討を開始している案件に充当を予定しております。 

なお、上記に記載をいたしましたＭ＆Ａ案件が成約にいたらなかった場合は、現時点において

資金使途は未定のため、資金使途の変更など必要に応じて速やかにお知らせいたします。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

上記「２．募集の目的及び理由」のとおり、今回調達する資金は当社の今後の経営基盤の構築

や事業規模の拡大及び財務体質の強化に寄与するもので、かかる資金使途は株主価値の向上に資

すると考えており、当社の経営上、合理的なものであると考えております。 

 

５．発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

当社は、本新株予約権付社債の発行価額の算定に際しては、公平性を期すため、独立した第三

者機関である株式会社プルータス・コンサルティング（以下「第三者算定機関」といいます。）

に依頼し、本新株予約権付社債に関する評価報告書を取得しております。第三者算定機関は、一

定の前提（権利行使期間、転換価額、当社株式の株価、ボラティリティ（46.16％）、配当率（０％）

及び無リスク利子率（-0.102％）等）をおいております。当社の行動としては、基本的に割当予

定先の転換を待つものとし、取得条項（コール・オプション）については、２年後以降株価が転

換価額の 200％以上になった場合、残存する本新株予約権付社債を取得するものと想定しており

ます。一方、割当予定先の行動としては、株価が転換価額を上回っている場合、随時普通株式へ

の転換を行い、取得した株式を市場において売却するものとし、１日に売却する株式数を１日当

たり平均売買出来高の約 10％と想定しております。その上で、一般的な株式オプション価値算

定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて、本新株予約権付社債の公正価値を総

額 1,186百万円と算定しており、その上で、本新株予約権付社債の実質的な対価（額面 100円に
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つき 100円）は同公正価値を下回っていないことを確認しております。当社は、上記に加え、当

社の置かれた事業環境及び財務状況を総合的に勘案した上、本新株予約権付社債の発行及び払込

金額を決定しており、当社としては、本新株予約権付社債の発行条件は公正な水準であると判断

しています。 

本新株予約権の転換価額38円は平成29年３月９日の株式会社東京証券取引所における当社普

通株式の終値に 7.3％をディスカウントした値となります。 

転換価額の決定にあたっては、当社の代表取締役社長である檜垣周作が割当予定先であるアス

ラポートの代表取締役会長を兼任していることもあり、当社取締役会としては、当社の株主の利

益に最大限配慮するよう、慎重に検討を行いました。当社は、割当予定先と本新株予約権付社債

の条件について慎重に議論を重ね、当社の毎年の金利負担を軽減すべく本新株予約権付社債の利

率を０％とすることを提案いたしました。これに対し、割当予定先からは、当該金利水準を許容

する代わりとして、新株予約権の転換価額に一定のディスカウントを設定する旨の要望を受けま

した。当社は、割当予定先から受けたディスカウント要望に対し、当社の業績動向、財務状況、

株価動向、株式の希薄化の影響等を慎重に検討しつつも、既存株主の利益に配慮すべく、ディス

カウト幅を最小限にするよう交渉を重ねました。そして、今回の資金調達を行い割当予定先との

関係を強化することは今後の当社グループの中長期的な業績拡大に寄与すると考えた結果、転換

価額に 7.3％のディスカウントを受け入れた上で本新株予約権付社債を発行することといたし

ました。 

また、当社監査等委員である取締役４名（会社法上の社外取締役４名）で構成される当社監査

等委員会は、本新株予約権付社債に関する公正価値の算定結果及び価値算定に影響を与える様々

な諸条件等を考慮し、外部専門家たる第三者算定機関から取得した評価報告書を確認した上で、

本新株予約権付社債の実質的な対価は同公正価値を下回っていないことから、本新株予約権付社

債の発行条件は割当予定先に特に有利ではなく、適法である旨の意見を表明しております。なお、

監査等委員である取締役の中で、アスラポートの代表取締役社長を兼任しております中村敏夫は

利害関係人であるため、意見表明には参加しておりません。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権の全てが転換価額で行使された場合における交付株式総数は 31,578,947株（議

決権 31,578個相当）であり、平成 29年３月 1日現在の当社発行済株式総数 136,925,670株（当

社総議決権個数 136,787個）に対して 23.06％（当社総議決権個数に対して 23.08％）の希薄化

が生じるものと認識しております。 

しかしながら、本新株予約権付社債の発行で得た資金により、今後の成長基盤を確立するため

のＭ＆Ａの実行が可能となり、中長期的な企業価値の向上が図れることから、本新株予約権付社

債の発行は株主価値の向上に資する合理的なものであると考えております。 
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また、本新株予約権の全てが転換価額で行使された場合における交付株式総数は 31,578,947

株に対して、①割当予定先は当該交付された株式を継続保有する方針であること、②当社株式の

過去３ヶ月間における１日当たりの平均出来高は 23,659,115株であることから、本新株予約権

の行使により発行される株式数は市場に過度の影響を与える規模ではないものと考えておりま

す。これらを総合的に検討した結果、希薄化の規模は合理的であると判断いたしました。 

 

６．割当予定先の選定理由等 

（１）割当予定先の概要 

（１） 名 称 
株式会社アスラポート・ダイニング 

（英文名：Asrapport Dining Co., Ltd.） 

（２） 所 在 地 東京都品川区西五反田一丁目３番８号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中村 敏夫 

（４） 事 業 内 容 
飲食店のフランチャイズ本部運営事業、食品製造事業、グル

ープの経営管理 

（５） 資 本 金 2,855百万円（平成 28年 12月 31日現在） 

（６） 設 立 年 月 日 平成 19年１月 12日 

（７） 発 行 済 株 式 数 29,347,939株（平成 28年 12月 31日現在） 

（８） 決 算 期 ３月 31日 

（９） 従 業 員 数 （連結）591人 

（10） 主 要 取 引 銀 行 株式会社東京スター銀行 他 

（11） 大株主及び持株比率 HSIグローバル株式会社 36.34％ 

（12） 当事会社間の関係  

 

 
資 本 関 係 

当該会社は当社株式 14,287,000株（発行済株式総数に対する

割合 11.68％）を保有しております。 

 

 

 

人 的 関 係 

当社の代表取締役社長の檜垣周作が当該会社の代表取締役会

長を兼任しております。また、当社の取締役（監査等委員）

の中村敏夫が当該会社の代表取締役社長を兼任しておりま

す。その他、当社の代表取締役社長の檜垣周作が当該会社の

大株主である HSIグローバル株式会社と、その大株主である

阪神酒販株式会社の代表取締役社長を兼任しております。 

 

 

 

取 引 関 係 

当社と当該会社は平成 27年６月 12日に業務資本提携契約を

締結しております。また、当社と当該会社は事務所の賃貸借

取引があります。 

 関 連 当 事 者 へ の 上記の資本関係、人的関係、取引関係があるため、当該会社
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 該 当 状 況 は当社の関連当事者に該当します。 

（13） 最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 26年３月期 平成 27年３月期 平成 28年３月期 

 連 結 純 資 産 1,886百万円 2,717百万円 5,243百万円 

 連 結 総 資 産 9,728百万円 11,231百万円 23,633百万円 

 １株当たり連結純資産 (円 ) 94.64 128.36 197.56 

 連 結 売 上 高 9,396百万円 11,167百万円 23,495百万円 

  連 結 営 業 利 益 562百万円 700百万円 817百万円 

 連 結 経 常 利 益 460百万円 622百万円 724百万円 

 
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 

当 期 純 利 益 
300百万円 388百万円 520百万円 

 １株当たり連結当期純利益(円) 16.41 20.46 23.19 

 １ 株 当 た り 配当金(円) 0 0 0 

１．割当予定先の概要については、平成 28年９月 30日現在の内容であります。 

２．割当予定先であるアスラポートは株式会社東京証券取引所 JASDAQに上場しており、会社

の履歴、役員、主要株主等について有価証券報告書等の法定開示書類において公表してお

ります。これらに加え、アスラポートは、株式会社東京証券取引所に提出している「コー

ポレート・ガバナンス報告書」の中で、反社会的勢力との関係を一切遮断する旨の宣言を

しております。以上から、当社は、割当予定先であるアスラポート、その役員及び主要株

主が反社会的勢力とは一切関係がないものと判断しております。 

 

（２）割当予定先を選定した理由 

上記「２．募集の目的及び理由」のとおり、当社とアスラポートとは、平成27年６月に業務資

本提携契約を締結、平成28年２月にアスラポートの代表取締役会長である檜垣周作が当社代表取

締役社長に就任、平成28年７月にアスラポートを割当先とした第三者割当増資（総額200,025,000

円）を行い、同社は当社の主要株主となりました。今回、当社からＭ＆Ａの資金調達について相

談をしたところ、アスラポートから本新株予約権付社債の提案があり、今後、両社グループシナ

ジーを追求していく中で、当社の事業戦略や財務戦略に賛同するアスラポートとの関係性をより

一層強化することが重要と判断し、同社を割当予定先といたしました。 

 

（３）割当予定先の保有方針 

割当予定先は、本新株予約権付社債の取得後、これに付された新株予約権を行使して株式を取

得する意向であると伺っております。また、取得した株式については、継続保有する方針である
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と伺っております。 

 

（４）割当予定先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は割当予定先であるアスラポートが、平成 29年２月 10日付で公表した平成 29年３月期

第３四半期決算短信に含まれる財務諸表の中で、平成 28年 12月 31日現在の現金及び現金同等

物は 5,458百万円（連結）を確認しており、また、割当予定先から自己資金で充当可能であると

伺っている（平成 28年６月 30日付で提出の有価証券報告書にて、アスラポート単体の現金及び

預金の記載が 2,009百万円あることを確認）ため、払込み及び本新株予約権の行使に要する財産

の存在について確実なものと判断しております。 

 

７．募集後の大株主及び持株比率 

募集前 募集後 

株式会社田中文悟商店 10.68％ 株式会社アスラポート・ダイニン

グ 

27.21％ 

株式会社アスラポート・ダイニン

グ 

10.43％ 株式会社田中文悟商店 8.68％ 

株式会社ファミリーショップワタ

ヤ 

4.05％ 株式会社ファミリーショップワタ

ヤ 

3.29％ 

山海関株式会社 2.43％ 山海関株式会社 1.97％ 

富春 勇 1.95％ 富春 勇 1.59％ 

株式会社 SBI証券 1.32％ 株式会社 SBI証券 1.07％ 

敷島製パン株式会社 1.22％ 敷島製パン株式会社 0.99％ 

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM 

CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD 

1.19％ BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM 

CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD 

0.97％ 

後神 秀継 1.13％ 後神 秀継 0.92％ 

盛田アセットマネジメント株式会

社 

1.11％ 盛田アセットマネジメント株式会

社 

0.90％ 

１．募集前の持株比率は、平成 28年９月 30日時点の株主名簿に、平成 29年３月１日を効力 

発生日とする株式交換による交付株数を加えて算出しております。 

２．募集後の持株比率は、募集前の株式数に、本新株予約権の全てが転換価額で行使された場 

合の交付株式数を加えて算出しております。 

３．小数点以下第３位を切り捨てして算出しております。 

 

８．今後の見通し 
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平成 29年９月期業績に与える影響については、現在精査中であり、重要な影響を与える見込

みが生じた場合、速やかにお知らせいたします。 

 

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

本件第三者割当は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではない

ことから、東京証券取引所の定める上場規程第 432条に定める独立第三者からの意見入手及び株

主の意思確認手続は実施しておりません。 

 

10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結） 

 平成 26年９月期 平成 27年９月期 平成 28年９月期 

連 結 売 上 高 25,102百万円 24,425百万円 23,849百万円 

連 結 営 業 利 益 431百万円 578百万円 652百万円 

連 結 経 常 利 益 50百万円 181百万円 239百万円 

連 結 当 期 純 利 益 186百万円 77百万円 111百万円 

１株当たり連結当期純利益 2.74円 0.83円 0.95円 

１ 株 当 た り 配 当 金 － － － 

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 49.44円 45.09円 44.28円 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 29年３月１日現在） 

 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 136,925,670株 100％ 

現時点における潜在株式数 4,818,000株 3.51％ 

※発行済株式数に対する比率は、小数点以下第３位を切り捨てして算出しております。 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 平成 26年９月期 平成 27年９月期 平成 28年９月期 

始  値 52円 48円 44円 

高  値 56円 107円 57円 

安  値 42円 35円 31円 

終  値 48円 44円 40円 

 

② 最近６か月間の状況 
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平成 28年 平成 29年 

９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

始  値 40円 40円 39円 37円 39円 42円 43円 

高  値 41円 40円 40円 41円 48円 45円 44円 

安  値 38円 38円 34円 36円 39円 41円 42円 

終  値 40円 39円 38円 39円 43円 43円 43円 

※平成 29年３月は、平成 29年３月８日までの株価を記載しております。 

 

③ 発行決議日前営業日における株価 

 平成 29年３月９日 

始  値 44円 

高  値 44円 

安  値 41円 

終  値 41円 

 

（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

①第三者割当による第１回新株予約権の発行 

割 当 日 平成 26年 10月 27日 

発 行 新 株 予 約 権 数 15,000個（新株予約権１個当たり 1,000株） 

発 行 価 額 新株予約権１個当たり 420円 

発 行 時 に お け る 

調 達 予 定 資 金 の 額 

（差引手取概算額） 

696,300,000円（差引手取概算額：691,300,000円） 

割 当 先 マッコーリー・バンク・リミテッド 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
68,004,520株（平成 26年３月 31日現在） 

当 該 募 集 に よ る 

潜 在 株 式 数 
15,000,000株 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 
全て権利行使済みです。 

現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 

（差引手取概算額） 

581,850,000円（差引手取概算額：576,850,000円） 

（内訳） 

新株予約権の発行による調達額：  6,300,000円 

新株予約権の行使による調達額： 575,550,000円 
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発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

短期借入金の返済 400 百万円 

原材料の調達   291 百万円 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
全額充当済です。 

 

②第三者割当による第２回新株予約権の発行 

割 当 日 平成 27年４月６日 

発 行 新 株 予 約 権 数 25,000個（新株予約権１個当たり 1,000株） 

発 行 価 額 新株予約権１個当たり 476円 

発 行 時 に お け る 

調 達 予 定 資 金 の 額 

（差引手取概算額） 

1,061,900,000円（差引手取概算額:1,051,900,000円） 

 

割 当 先 マッコーリー・バンク・リミテッド 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
83,004,520株（平成 27年３月 19日現在） 

当 該 募 集 に よ る 

潜 在 株 式 数 
25,000,000株 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 
全て権利行使済みです。 

現 時 点 に お け る 

調 達 し た 資 金 の 額 

（差引手取概算額） 

886,970,000円（差引手取概算額：876,970,000円） 

（内訳） 

新株予約権の発行による調達額： 11,900,000円 

新株予約権の行使による調達額： 875,070,000円 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

当社子会社である盛田㈱の小豆島工場及び小鈴谷工場への設備投資費用（合計

850 百万円）並びに小豆島工場に関する防潮堤工事の費用（200百万円） 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

主に当社子会社である盛田㈱の小豆島工場や小鈴谷工場への設備投資費用 434 

百万円に充当しております。残りにつきましては、当期の盛田㈱の設備投資費

用に充当する予定であります。 

 

③第三者割当による新株式の発行 

払 込 日 平成 27年６月 29日 

払 込 金 額 の 総 額 

（差引手取概算額） 

300,020,000円（差引手取概算額:295,520,000円） 

 

発 行 価 額 １株につき 35円 
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募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
99,304,520株（平成 27年６月 11日現在） 

当 該 募 集 に よ る 

発 行 新 株 式 数 
8,572,000株 

募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
107,876,520株 

割 当 先 株式会社アスラポート・ダイニング 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

国内及び海外向けペットボトルやダンボールの容器包装材料及び PB 製品の主

原料の大豆などの原材料の調達 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成 27年７月～９月 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
全額充当済です。 

 

④第三者割当による新株式の発行 

払 込 日 平成 28年７月 25日 

払 込 金 額 の 総 額 

（差引手取概算額） 

200,025,000円（差引手取概算額:198,025,000円） 

 

発 行 価 額 １株につき 35円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
116,576,520株（平成 28年３月 31日現在） 

当 該 募 集 に よ る 

発 行 新 株 式 数 
5,715,000株 

募 集 後 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
122,291,520株 

割 当 先 株式会社アスラポート・ダイニング 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 
製品の主原料である大豆及び小麦の調達 

発 行 時 に お け る 

支 出 予 定 時 期 
平成 28年８月～11月 
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現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
全額充当済です。 

 

11.発行要項 

本新株予約権付社債の発行要項につきましては、別紙「ジャパン・フード＆リカー・アライア

ンス株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）発行要項」をご参照くだ

さい。 

 

以上 
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（別紙）発行要項 

ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）発行要項 

 

本要項は、ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社（以下「当社」という。）が平成

29年 3月 10日に開催した取締役会の決議に基づき発行する第１回無担保転換社債型新株予約権

付社債（劣後特約付）（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」、新

株予約権部分を「本新株予約権」という。）にこれを適用する。  

 

1. 社債の名称  

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）  

2. 社債の総額  

金 1,200,000,000円  

3. 各社債の金額  

金 50,000,000円 

4. 払込金額  

各本社債の金額 100円につき金 100円  

但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。  

5. 本新株予約権付社債の券面  

無記名式とし、社債券及び新株予約権付社債券を発行しない。  

また、本新株予約権付社債は、会社法第 254条第 2項本文及び第 3項本文の定めにより、本

新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。  

6． 利率  

本社債には利息を付さない。 

7． 担保・保証の有無  

本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債のため

に特に留保されている資産はない。  

8． 申込期日  

平成 29年 3月 27日  

9． 本社債の払込期日及び本新株予約権の割当日  

平成 29年 3月 27日  

10．募集の方法  

第三者割当の方法により、株式会社アスラポート・ダイニングに全額を割り当てる  

11. 本社債の償還の方法及び期限  

(1) 満期償還 
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本社債は、平成 35 年 3 月 26 日（償還期限）にその総額を各本社債の金額 100 円につき金

100 円で償還する。ただし、繰上償還に関しては本項第(2)号乃至(4)号に定めるところに、

買入消却に関しては第 12項に定めるところによる。 

(2) 組織再編行為による繰上償還 

 (イ) 組織再編行為（本号（ロ）に定義する。）が当社の株主総会で承認された場合（株主総会

の承認を要しない場合は、取締役会で承認した場合又は会社法に従いその他の機関が決定

した場合）において、当社が、本新株予約権付社債の社債権者（以下「本社債権者」とい

う。）に対し、承継会社等（本号（ハ）に定義する。）が当該組織再編行為の効力発生日に

おいて日本の金融商品取引所における上場会社であることを理由の如何を問わず想定して

いない旨を記載し、当社の代表者が署名した証明書を交付したときは、当社は、本社債権

者に対して 30日前までに通知したうえで、当該通知において指定した償還日（当該組織再

編行為の効力発生日又はそれ以前の日とする。ただし、当該組織再編行為の効力発生日が

当該組織再編行為にかかる承認又は決定の日（以下「組織再編行為承認日」という。）から

30日以内に到来する場合には、当該通知を行った日から 30日目以降の日とする。）に、残

存する本社債の全部（一部は不可）を、各本社債の金額 100円につき金 100円で繰上償還

する。 

 （ロ）「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併、吸収分割又は新設分割（承継会社

等が、本社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新株予約

権を交付する場合に限る。）、当社が他の株式会社の完全子会社となる株式交換又は株式移

転、及びその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社

の義務が他の株式会社に引き受けられることとなるものを総称していう。  

（ハ）「承継会社等」とは、次の①乃至⑥に定める株式会社を総称していう。  

① 合併（合併により当社が消滅する場合に限る。） 吸収合併存続株式会社又は新設合併設立

株式会社  

② 吸収分割 吸収分割承継株式会社  

③ 新設分割 新設分割設立株式会社  

④ 株式交換 株式交換完全親株式会社  

⑤ 株式移転 株式移転設立完全親株式会社  

⑥上記①乃至⑤以外の日本法上の会社組織再編手続 本社債に基づく当社の義務を引き受け

る株式会社  

(ニ）当社は、本号（イ）に定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還を取消すこと

はできない。 

(3) 上場廃止等による繰上償還  

（イ） ①当社以外の者（以下「公開買付者」という。）によって、当社普通株式の保有者に対

して金融商品取引法に基づく当社普通株式の公開買付けがなされ、②当社が当該公開買
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付けに賛同する意見を表明し、③当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社

普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止される

可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は認容し（ただし、当社又は公開買付

者が、当該公開買付け後も当社が日本の金融商品取引所における上場会社であり続ける

よう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。）、かつ④公開買付者が当該公開買付け

により当社普通株式を取得した場合（ただし、当該公開買付けに係る公開買付期間の末

日において当該公開買付けが成立した場合に限る。）には、当社は、当該公開買付けによ

る当社普通株式の取得日（当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。以下同じ。）

から 15日以内に本新株予約権付社債権者に対して通知したうえで、当該通知において指

定した償還日（かかる償還日は、当該通知の日から 30日目以降 60日目までのいずれか

の日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各本社債の金額 100円につ

き金 100円で繰上償還する。  

（ロ）本号（イ）にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式

の取得日の後に組織再編行為を行う旨の意向を当該公開買付けに係る公開買付期間の末

日までに公表した場合には、本号（イ）の規定は適用されない。この場合において、当該

取得日から 60日以内に当該組織再編行為に係る組織再編行為承認日が到到しなかったと

きは、当社は、かかる 60日間の末日から15日以内に本社債権者に対して通知したうえで、

当該通知において指定した償還日（かかる償還日は、当該通知の日から 30 日目以降 60

日目までのいずれかの日とする。）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各本社

債の金額 100円につき金 100円で繰上償還する。 

(4) 200%コールオプション条項による繰上償還 

   当社は、平成 29年 3月 27日以降、当会社普通株式の株式会社東京証券取引所（以下「東

京証券取引所」という。）における終値が 1取引日において当初転換価額（第 13項にて定め

る。）の 200%を超過した場合、本社債権者に対して、当該取引日から 30 日以内に、償還日

（以下「コールオプション条項繰上償還日」という。）を指定して繰上償還を通知（以下「コ

ールオプション条項繰上償還通知」という。）することによって、残存する本社債の全部又

は一部を本社債の金額 100円につき金 100円にて繰上償還できるものとする。ただし、この

場合、コールオプション条項繰上償還日の 2週間前までに本社債権者に対しコールオプショ

ン条項繰上償還通知をするものとする。なお、本社債の一部取得する場合、比例按分又はそ

の他当社の取締役会が定める合理的な方法による。  

(5) 本項に定める償還すべき日(本項第(2)号乃至第(4)号の規定により本社債を繰上償還する

場合には、当該各号に従い通知において指定した償還日を含む。)が銀行休業日にあたると

きは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。 

(6)  本社債の償還については、本項のほか第 15項に定める劣後特約に従う。 

12. 買入消却 
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(1) 当社は、本社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れるこ

とができる。 

(2) 当社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により、当

該本新株予約権付社債にかかる本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新

株予約権付社債にかかる本新株予約権は消滅する。 

13．本新株予約権の内容 

(1) 本社債に付された本新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計 24個の本新株予約権を発行する。 

(2) 本新株予約権と引換えにする金銭の払込み 

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

(3) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算定方法 

(イ)  種類 

当社普通株式 

  (ロ)  数 

本新株予約権の行使により当社が新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普

通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。）

する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権にかかる本社債のうち残存金額

の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる最大整数とする。但し、行

使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。 

(ハ)  転換価額 

① 転換価額 

各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価

額（以下「転換価額」という。）は、38円とする。なお、転換価額は本号(ハ)②乃至(ハ)⑥

に定めるところに従い調整されることがある。 

② 転換価額の調整 

当社は、本新株予約権付社債の発行後、本号(ハ)③に掲げる各事由により当社の発行済普通

株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、

「時価下発行による転換価額調整式」という。）により転換価額を調整する。 

     

    既 発 行 
普 通 株
式 数 ＋ 

交 付 
株 式 数 × １ 株 あ た り の 

払 込 金 額 

調 整 後 
転 換 価 額 ＝ 調 整 前 

転換価額 × 
１株あたりの時価 

既発行普通株式数 ＋ 交付株式数 

 

③ 時価下発行による転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合

及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 
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(ⅰ) 時価（本号(ハ)④(ⅱ)に定義される。）を下回る払込金額をもってその発行する当社普

通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合

（但し、下記(ⅱ)の場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の

行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求

できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び株式交換又は合併により

当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集におい

て株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるた

めの基準日の翌日以降これを適用する。 

(ⅱ) 普通株式の株式分割又は無償割当をする場合 

調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当により株式を取得する株主を定めるた

めの基準日（基準日を定めない場合は、効力発生日）の翌日以降これを適用する。 

(ⅲ) 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式、取

得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券又は権利を発

行する場合調整後の転換価額は、発行される株式又は新株予約権その他の証券又は権利

（以下、「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初の条件で取得又は行使され当社

普通株式が交付されたものとみなして時価下発行による転換価額調整式を準用して算

出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日又は払込期間末日の翌日以降、ま

た、当該募集において株主に割り当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える

株主を定めるための基準日（基準日を定めない場合は、その効力発生日）の翌日以降こ

れを適用する。 

 (ⅳ) 上記(ⅰ)乃至(ⅲ)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準

日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記

(ⅰ)乃至(ⅲ)にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これ

を適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新

株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株

式を交付する。この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による

調整は行わない。 

交 付 

普 通 

株式数 

＝ 
（調整前転換価額－調整後転換価額） × 

調整前転換価額により当該期間

内に交付された普通株式数 

調整後転換価額 
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④ (ⅰ) 時価下発行による転換価額調整式及び特別配当による転換価額調整式（以下、「転換

価額調整式」と総称する。）の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小

数第２位を切り捨てる。 

(ⅱ) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ 45取引日

目に始まる 30取引日（当社普通株式に関し終値のない日数を除く。）の当社普通株式終

値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を切り捨てる。 

(ⅲ) 時価下発行による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主

に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基

準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日におけ

る当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除

した数とする。 

(ⅳ) 時価下発行による転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差

額が１円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転

換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中

の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するもの

とする。 

⑤ 本号(ハ)③の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、

必要な転換価額の調整を行う。 

(ⅰ) 株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために転換価額の調整を必

要とするとき。 

(ⅱ) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により

転換価額の調整を必要とするとき。 

(ⅲ) 転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後

の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する

必要があるとき。 

⑥ 本号(ハ)③乃至(ハ)⑤により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によ

りその旨ならびにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その

他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記

の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 

(4) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 

(イ) 本新株予約権１個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するもの

とする。 

(ロ) 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とす

る。 



 

ご注意：この文書は、当社の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）による資金調達に

関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成さ

れたものではありません。 

 

20 

 

(5) 本新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権の新株予約権者は、平成 29年 3月 27日から平成 35年 3月 26日（但し、行使

期間最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日）までの間（以下、「行使期間」

という。）、いつでも、本新株予約権を行使することができる。行使期間を経過した後は、本

新株予約権は行使できないものとする。 

(6) 本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(7) 本新株予約権の取得条項 

本新株予約権の取得条項は定めない。 

(8) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項 

(イ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計

算規則第 17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算

の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 

(ロ) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上

記(イ)記載の資本金等増加限度額から上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じた額

とする。 

(9) 本新株予約権の行使請求受付事務は、第 21項記載の行使請求受付場所（以下、「行使請求受

付場所」という。）においてこれを取り扱う。 

(10)本新株予約権の行使請求の方法 

(イ) 行使請求しようとする本新株予約権付社債権者は、当社の定める行使請求書に、行使す

る本新株予約権にかかる本新株予約権付社債を表示し、新株予約権を行使する年月日等を

記載してこれに記名捺印し、行使する本新株予約権にかかる本社債の保有者である旨を証

明する書面を社債原簿管理人に提出し、社債原簿管理人による確認を受けた上、行使請求

期間中に行使請求受付場所に提出しなければならない。 

(ロ) 行使請求受付場所に対し行使請求に要する書類が到達した後、本新株予約権者は、これ

を撤回することができない。 

(11) 本新株予約権の行使請求の効力は、本項第(10)号に従い行使に要する書類が行使請求受付

場所に到達した日に発生する。本新株予約権の行使の効力が発生したときは、当該本新株予

約権にかかる本社債について弁済期が到来するものとする。 

(12) 当社は、行使の効力発生後、当該行使にかかる本新株予約権付社債権者に対し、当該本新

株予約権付社債権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に

振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 

(13) 当社による組織再編の場合の承継会社による新株予約権付社債の承継 

当社が組織再編行為を行う場合は、承継会社等をして、組織再編の効力発生日の直前におい
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て残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約

権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約

権で、本号(イ)乃至(ヌ)の内容のもの（以下、「承継新株予約権」という。）を交付させるも

のとする。この場合、組織再編の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債にか

かる債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の新株予約権

所持人となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用

する。 

(イ) 交付される承継会社等の新株予約権の数 

当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保

有する本新株予約権の数と同一の数とする。 

(ロ) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類 

承継会社等の普通株式とする。 

  (ハ) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織

再編行為の条件を勘案の上、本要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価

額は第 13項第(3)号(ハ)と同様の調整に服する。 

① 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承

継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本

新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為

において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。

当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付

されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で

除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。 

② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社

等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予

約権を行使した場合に本新株予約権付社債所持人が得ることのできる経済的利益と同

等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。 

(ニ) 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算

定方法 

承継会社等の新株予約権１個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社

等の新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とす

る。 

(ホ) 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間 

当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅

い日から、本項(5)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。 



 

ご注意：この文書は、当社の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）による資金調達に

関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成さ

れたものではありません。 

 

22 

 

(ヘ) 承継会社等の新株予約権の行使の条件 

本項(6)に準じて決定する。 

(ト) 承継会社等の新株予約権の取得条項 

定めない。 

(チ) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び

資本準備金に関する事項 

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額

は、会社計算規則第 17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額

とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増

加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

(リ) 組織再編行為が生じた場合 

本項(13)に準じて決定する。 

(ヌ) その他 

承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数

につき、１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない（承

継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使によ

り単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使さ

れたものとして現金により精算し、１株未満の端数はこれを切り捨てる。）。また、当該組

織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債所持人は、本社債を承継会社等

の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する

制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付され

た承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債

所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。 

14．期限の利益喪失に関する特約  

(1) 本新株予約権付社債は期限の利益喪失に関する特約を付さない。  

(2) 本社債権者は、会社法第 739条に定める決議を行う権利を有さず、本新株予約権付社債が同

条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはない。  

15. 劣後特約 

(1) 当社につき清算手続（会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。以下同じ。）

が開始される場合、破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の決定があ

る場合、又は日本法によらない清算手続、破産手続、会社更生手続、民事再生手続若しくは

これらに準ずる手続が外国において行われる場合には、本社債の償還及び利息の支払は、以

下の規定に従って行われる。  

（イ） 清算の場合 本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について清

算手続が開始され、かつ清算手続が継続している場合、本社債に基づく元利金の支払
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請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。  

（停止条件）  

当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済

される権利を有する当社の債権者が保有する債権のうち、本社債に基づく債権及び本号

（イ）乃至（ホ）と実質的に同じ又はこれに劣後する条件を付された債権（ただし、本

号（イ）、（ニ）又は（ホ）を除き本項と実質的に同じ条件を付された債権は、本号（イ）

乃至（ホ）と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）を除く全ての債権が、会社

法の規定に基づき、その債権額について全額支払われ、又はその他の方法で全額の満足

を受けたこと。  

（ロ）破産の場合 本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社について破

産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、本社債に基づく元利金

の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。 

 （停止条件）  

その破産手続の最後配当のための配当表（更正された場合は、更正後のもの。）に記載

された配当に加えるべき債権のうち、本社債に基づく債権及び本号（イ）乃至（ホ）と

実質的に同じ又はこれに劣後する条件を付された債権（ただし、本号（イ）、（ニ）又は

（ホ）を除き本項と実質的に同じ条件を付された債権は、本号（イ）乃至（ホ）と実質

的に同じ条件を付された債権とみなす。）を除く全ての債権（破産法に規定する劣後的

破産債権を含む。）が、各中間配当、最後配当、追加配当、その他法令によって認めら

れる全ての配当によって、その債権額につき全額の満足（配当、供託を含む。）を受け

たこと。 

  （ハ）会社更生の場合 本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社につい

て会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、本社債に

基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。 

（停止条件）  

当社について更生計画認可の決定が確定したときにおける更生計画に記載された債権

のうち、本社債に基づく債権及び本号(イ)乃至（ホ）と実質的に同じ又はこれに劣後す

る条件を付された債権（ただし、本号（イ）、（ニ）又は（ホ）を除き本項と実質的に同

じ条件を付された債権は、本号①乃至⑤と実質的に同じ条件を付された債権とみなす。）

を除く全ての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。  

（ニ）民事再生の場合 本社債につき定められた元利金の弁済期限以前において、当社につ

いて民事再生手続開始の決定がなされ、かつ民事再生手続が継続している場合、本社債

に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。ただし、

民事再生手続開始の決定がなされた後、簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定

したときは、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、再生手続開始決定時に遡っ
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て従前の効力に復する。  

（停止条件）  

当社について再生計画認可の決定が確定したときにおける再生計画に記載された債権の

うち、本社債に基づく債権及び本号（イ）乃至（ホ）と実質的に同じ又はこれに劣後す

る条件を付された債権（ただし、本号（イ）、（ニ）又は（ホ）を除き本項と実質的に同

じ条件を付された債権は、本号（イ）乃至（ホ）と実質的に同じ条件を付された債権と

みなす。）を除く全ての債権が、その確定した債権額について全額の弁済を受けたこと。  

（ホ）日本法以外による清算手続又は倒産手続の場合 本社債につき定められた元利金の弁済

期限以前において、当社について、日本法によらない清算手続、破産手続、会社更生手

続、民事再生手続又はこれらに準ずる手続が外国において本号（イ）乃至（ニ）に準じ

て行われる場合、本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、その手続において本号

（イ）乃至（ニ）に記載の停止条件に準ずる条件が成就したときに、その手続上発生す

るものとする。ただし、その手続上かかる条件を付すことが認められない場合には、本

社債に基づく元利金の支払請求権の効力は当該条件にかかることなく発生する。  

(2) 上位債権者に対する不利益変更の禁止  

本要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更

されてはならず、そのような変更の合意は、いかなる意味においても、また、いかなる者に

対しても効力を生じない。なお、本要項において、「上位債権者」とは、当社に対し、本社

債に基づく債権及び本項第(1)号(イ)乃至(ホ)と実質的に同じ又はこれに劣後する条件を付

された債権（ただし、本項第(1)号第(イ)、（ニ）又は（ホ）を除き本項と実質的に同じ条件

を付された債権は、本項第(1)号（イ）乃至（ホ）と実質的に同じ条件を付された債権とみ

なす。）を除く債権を有する全ての者をいう。  

(3) 劣後特約に反する支払の禁止  

本項第(1)号（イ）乃至（ホ）に定める場合（ただし、同号（ニ）に定める場合にあっては、

同号（ニ）ただし書に定めるときを除く。）において、本社債に基づく元利金の支払請求権

の効力が、本項第(1)号（イ）乃至（ホ）に従って発生していないにもかかわらず、その元

利金の全部又は一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権

者はその受領した元利金を直ちに当社に返還する。 

(4) 相殺禁止  

本項第(1)号（イ）乃至（ホ）に定める場合（ただし、同号（ニ）に定める場合にあっては、

同号（ニ）ただし書に定めるときを除く。）には、本項第(1)号（イ）乃至（ホ）にそれぞれ

規定されている条件が成就しない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象

とすることはできない。  

(5) 無担保特約  

本社債は無担保とし、当社は、形態の如何にかかわらず、本社債のために担保権を設定する
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関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成さ

れたものではありません。 
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ことはできない。 

16. 譲渡制限 

  本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

17. 社債管理者 

本新株予約権付社債は、会社法第 702条但書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置

されない。 

18. 元利金支払事務取扱場所（元利金支払い場所） 

ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 大阪本社 管理本部 総務・市場部 

19. 社債権者に対する通知の方法 

本新株予約権付社債権者に対する通知は、当社の定款所定の公告の方法によりこれを行う。

ただし、法令に別段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本社債権者に書面により通知

する方法によることができる。 

20. 社債権者集会に関する事項 

(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも２週間前ま

でに本社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第 719 条各号所定の事項を公告又は通

知する。 

(2) 本社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。 

(3) 本社債の種類（会社法第 681条第１号に定める種類をいう。）の社債の総額（償還済みの額

を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の 10分の１以上にあたる本

社債を有する本社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面

を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。 

21. 行使請求受付場所 

ジャパン・フード＆リカー・アライアンス株式会社 大阪本社 管理本部 総務・市場部 

22. 準拠法 

日本法 

23. その他 

(1) 上記の他、本新株予約権付社債発行に関して必要な事項の決定は当社代表取締役社長に一任

する。 

(2) 本新株予約権付社債の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とす

る。 

(3) 会社法その他の法律の改正等により、本要項の規定中読替えその他の措置が必要となる場合

には、当社は必要な措置を講ずる。 

以上


